
大規模建築物等の届出について 

 
川根本町では自然環境と調和した良好な景観を維持、継承するため、届出対象行為

と行為の制限を定めています。 

届出対象行為に該当する場合は、景観法第 16 条第 1 項に基づき、事前に届出が必

要です。 

 

１．届出対象区域 川根本町全域 

 

２．届出対象行為 

届出を要する行為の種類 届出を要する規模・要件 

建築物の新築、増築、改築 

もしくは、移転、外観を変更 

することとなる修繕もしくは 

模様替え又は色彩の変更 

・高さが 10ｍ(増築にあっては、増築後の高さ)を 

超えるもの 

・延べ面積の合計が 1,000 ㎡ 

 (増築にあっては、増築後の延べ面積)を超えるもの 

工作物の新築、増築、改築 

もしくは、移転、外観を変更 

することとなる修繕もしくは 

模様替え又は色彩の変更 

・高さが 10ｍ(増築にあっては、増築後の高さ)を 

超えるもの 

・太陽光発電設備の設置で、設置後の太陽電池 

モジュールの合計面積が 1,000 ㎡を超えるもの 

※増築、改築、移転に係る部分の床面積の合計が、10 ㎡以下の場合は除く。 

※修繕、模様替え、色彩の変更に係る部分の面積が、外観の過半(1/2)以下の場合は除く。 

＜参考＞  

 

 

 

 

 

 

 

３．届出書類（部数：1 部） 

川根本町内で届出対象行為を行おうとする場合は、あらかじめ次の書類を提出して

ください。 

① 景観計画区域内行為届出書（様式第 3 号） 

 ② 添付書類 

   ・付近見取図（縮尺 1/2500 以上） 

・配置図（縮尺 1/100 以上） 

・着色立面図（縮尺 1/50 以上、2 面以上） 

・周辺状況写真 



４．届出の期限 

 川根本町景観条例施行規則別表に規定する届出日までにくらし環境課へ提出して

ください。 

 ① 建築確認申請の 30 日前まで 

 ② 上記①によらない場合（外観の変更等）は、行為の着手の 30 日前まで 

 

５．変更の届出（部数：1 部） 

 届出の内容を変更しようとするときは、変更部分に着手する 30 日前までに次の書

類を提出してください。 

 ① 景観計画区域内変更届出書（様式第 4 号） 

 ② 当初の届出に添付した書類のうち、変更に係る書類 

 

６．完了の届出（部数：1 部） 

 届出した行為が完了した場合は、遅滞なく次の書類を届出してください。 

 ① 景観計画区域内完了届出書（様式第 5 号） 

② 行為が完了したことを示す写真（2 方向以上から撮影した写真） 

 

届出手続きの流れ 

○事前相談【届出者】 

 行為の届出後に内容を変更する必要が生じた場合、調整が困難となることも予想されま

すので、行為の構想・計画の早い段階でご相談いただくことをお勧めします。 

 

○届出（景観法第 16 条）【届出者】 

 事前相談の内容を基に届出書類を作成し、添付書類とともに提出してください。 

 

○審査等 

 届出の内容を川根本町景観審議会等で審査します。 

 

○建築確認申請等【届出者】 

 

○行為の着手【届出者】 

 届出から 30 日経過後に着手することができます。（景観法第 18 条） 

 

○完了の届出（条例第 15 条）【届出者】 

 届出に係る行為が完了したときは、当該行為が完了したことを示す写真とともに提出し 

てください。 

 

問い合わせ先：川根本町役場 くらし環境課 環境政策室 TEL(0547)56-2236 


